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・悪臭防止法に基づく規制は、地域及び基

準の指定が行われていないと規制とし

て成立しないことから、各市町村に対し

て、臭気指数規制の導入を働きかけた。

平成26年度末で導入は34市町村とな

った。

・家畜排せつ物等による畜産公害の発生

を防止し、畜産環境の保全を図るため、

巡回指導、研修会、啓発冊子の配布、堆肥

施用実証展示ほの設置等を実施した。

・県内全区域への臭気指数規制の導入を

図るとともに、市町村職員向けの研修会

を開催するなどの支援を行う。

・畜産関係の悪臭について苦情が多い中、

各市町村に臭気指数による規制が導入

され、農家や行政による対策が急務とな

っている。

・家畜排せつ物の管理については、適切な

処理が図られており、今後は悪臭・水質

汚濁、堆肥利用促進を重点に対応を図

る。
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③ 有害化学物質による環境リスクの低減

④ 快適な生活環境の創造  

悪臭の防止

・大気３地点、公共用水域（水質のみ）３地

点、土壌３地点において、ダイオキシン

濃度を測定した。また、大気基準適用54

施設、水質基準適用９施設に立入検査を

行った。

・特定粉じん排出等作業の届出があった

30件について立入検査を行い、飛散抑

制対策の実施状況について、監視・指導

を行った。

・ダイオキシン類対策として、特定施設に

は適宜立入検査を行っているが、自主測

定結果未報告・未実施の事業者が毎年散

見される。

・平成26年6月に大気汚染防止法が改正

され、更なるアスベスト規制が強化され

たことから、改正法の適切な施行を推進

する。

有害化学物質対策

・第１種指定化学物質（462物質）につい

て、環境中への排出量や廃棄物の移動量

を把握し、公表した。また、化学物質の排

出量の多い事業所周辺の環境調査

（PRTR環境調査）を県内６地点で実施

した。

・排出量の多い事業所について、周辺への

環境調査を継続し、その影響の把握に努

め、必要に応じて事業者指導を実施す

る。

有害化学物質の

適正管理の推進

・地域特性を活かした景観形成を推進す

るため、市町村の景観形成基本計画の策

定等を支援した。

・「美しいふるさと群馬」を守ることを目

的に、環境美化月間等を設けて、県民、事

業者、行政の協働による環境美化活動を

展開するとともに、県民全体のマナー意

識の向上を図った。

・道路や河川、公園等の身近な公共の場に

空き缶やペットボトル、吸い殻等の多様

なごみが捨てられており、ポイ捨て行為

が後を絶たないことから、今後も市町村

と連携して、環境美化月間等を中心とし

た啓発事業を継続していく必要がある。

快適な環境の確保

・県指定重要無形民俗文化財として玉村

町の「五料の水神祭」を指定した。

・「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成４

資産の保護と整備について、事業者であ

る市町村を支援していく。

文化財の保護
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公共用水域水質測定調査 ○○○○
工場・事業場排水対策 ○○○○
発生事案対策 ○○○○
流域下水道建設 ○○○○
浄化槽対策 ○○○○
農業集落排水 ○○○○
市町村下水道費補助 ○○○○
鶴生田川（城沼）水質浄化対
策

○○○○

地盤沈下管理 ○○○○
表流水による水道用水・工業
用水の供給促進 ○○○○

地下水質測定調査 ○○○○
地下水・土壌汚染防止対策 ○○○○
地域と調和した畜産環境確
立事業

○○○○

環境調和型畜産振興特区の
推進 ○○○○

工場事業場等への立入検査
（大気） ○○○○

大気環境測定調査 ○○○○
騒音・振動規制法運営 ○○○○
路面の改善による騒音低減 ○○○○
公共交通機関利用促進 ○○○○
地方バス路線対策 ○○○○
市町村乗合バス振興対策 ○○○○
中小私鉄振興対策 ○○○○
渋滞の解消 ○○○○
次世代自動車の導入促進 ○○○○
悪臭防止法の管理運営 ○○○○
バイオマス利活用推進事業 ○○○○
環境調和型畜産振興特区の
推進 ○○○○

ダイオキシン類対策 ○○○○
アスベスト対策 ○○○○
有害化学物質の適正管理推
進

○○○○

市町村景観形成基本計画策
定補助

○○○○

緑化推進対策 ○○○○
美しい郷土を守る県民大作
戦 ○○○○

環境生活保全創造資金融資 ○○○○
文化財の指定・登録・選定 ○○○○

計（35事業） 11 24 1 30 4 13 22 34 1

  　　　　　　　　　　　事業評価

事業

事業の必要性 将来像の実現、目標に対する貢献度 成果･活動指標の傾向評価 事業の手法・効率性
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○関連する主な指標
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(４)　持続可能な循環型社会づくり

・循環型社会を実現するためには、一人ひ

とりが３Ｒの取組を進める必要がある

ことから、県民、事業者、行政が協力して

推進していくために「群馬県循環型社会

づくり推進計画」を策定し、ごみの発生

抑制、リユース、リサイクルを進めてき

ている。平成26年度は、市町村及び関係

団体を構成員とする「ぐんま３Ｒ推進会

議」において、情報交換や対策の検討を

行ったほか、みんなのごみ減量フォーラ

ムの開催、県民及び事業者向けの冊子に

よる啓発を行った。

・消費者団体、事業者、市町村、県からなる

「群馬県環境にやさしい買い物スタイル

普及促進協議会」にて、レジ袋の削減、簡

易包装の励行等地球温暖化防止に向け

たライフスタイルの見直しにつなげる

県民運動「環境にやさしい買い物スタイ

ル」の普及を図った。

・一般廃棄物の一人１日当たりのごみ排

出量は多く、リサイクル率は全国と比較

すると低い水準にあり、ごみの減量化、

リサイクル率向上の取組を促進する必

要がある。

・市町村に対して、一般廃棄物の発生抑制

と適正処理について技術的助言を行う

とともに、県民に対し普及啓発に努め

る。

・レジ袋削減を中心とした環境にやさし

い買い物スタイルを普及促進させ、県民

運動への広がりを目指す上では、より多

くの事業者の参加に向けての調整や、消

費者団体等や市町村との連携による県

民への周知・啓発活動が不可欠である。

施策展開 平成26年度の主な取組状況 今後の方針・課題

① ３Ｒの推進

ごみの発生抑制

・有効利用率が低い建設発生土対策とし

て、工事間利用を促進するため、ストッ

クヤードの整備に取り組んだ。

・市町村から容器包装廃棄物の分別収集

状況の報告を求め、県内の分別収集状況

の把握を行った。

・市町村における家電リサイクル法の取

組状況等を把握するとともに、廃家電４

品目の適正処理を啓発するため、新聞等

を通じた広報を実施した。

・建設発生土の有効利用率は、他品目に比

べ大きく目標を下回っており、更なる対

策が急務となっている。

・その他プラスチック製容器包装廃棄物

など、体積の大きな容器包装廃棄物を分

別収集することで、焼却する廃棄物の減

量につながるが、県内市町村による分別

収集実施率は全国平均よりも低い。

・廃家電の不法投棄を防止するための抜

本的な対応として、リサイクル料金の前

払い方式への変更が必要であることか

ら、国に対して引き続き要望する。

・一般廃棄物の処理については、高度処理

施設の設置や収集処理体制の集約が求

められていることから、一般廃棄物マス

タープランに基づき、現在の市町村単位

の処理から複数市町村（ブロック）単位

の広域処理を進めることとしている。平

成26年度は富岡甘楽地域で構成する協

議会に参加したほか、吾妻ブロック協議

会設立準備会を開催した。

・協議会の設立に向けた市町村間調整と

して、協議会設立準備会を設営し、協議

会の設立を支援する。

再使用・再生利用の促進

一般廃棄物の適正処理

② 廃棄物の適正処理の推進

指 標 名（状態） 計画前のデータ 最新のデータ めざす方向 備 考

・水質環境基準達成率

横ばい傾向持維を準水5102)0413(5.774102)0413(5.779002川河 % / % /

天然湖沼の達成率が上向)2101(3.384102)119(8.189002沼湖 % / % /

低い

%%%・汚水処理人口普及率 2009 71.4 2013 76.3 2022 91.7

（下段全国平均） (2009 85.7 ) (2013 88.9 )%%

%%%・下水道普及率 2009 48.3 2013 51.1 2022 60.2

（下段全国平均） (2009 73.7 ) (2013 77.0 )%%

%%%・浄化槽普及率 2009 15.5 2013 17.4 2022 24.1

%%%・農業集落排水人口普及率 2009 6.27 2013 6.48 2022 6.2

硝酸性窒素の超過が・地下水環境基準超過井戸数／ 2009 23 151 2014 17 151 減少//

顕著調査数

気象に影響されるた・光化学オキシダント注意報 2009 6 日 2014 10 日 減少

め、傾向判断が困難発令日数

・騒音環境基準達成率

向傾いば横001574102079002路道般一 %%%

%%% 001514102729002線幹新

・臭気指数規制導入市町村数 2009 20市町村 2014 34市町村

%%%・ダイオキシン環境基準達成率 2009 100 2014 100 100
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